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　投票日に仕事やレジャーなどで投票所に行けない方は、投票日前日まで期日前投票を行うことが
できます。投票所入場整理券裏面の「宣誓書」をあらかじめ記入して、最寄りの期日前投票所へお持
ちください。投票日前日は大変混み合いますので、早めにお越しください。

受付期間 4月15日㈪〜20日㈯午前8時30分〜午後8時
第一期日前投票所
市役所第三庁舎

第二期日前投票所
三鷹駅前コミュニティセンター3階
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第二期日前投票所
（三鷹駅前コミュニティセンター）

▲ ▲

期日前投票制度をご利用ください

※駐車場はありません。自転車の方は、臨時駐
輪場をご利用ください。

滞在先での不在者投票
　市外の滞在先での不在者投票を希望する方は、三鷹市選挙管理委
員会に投票用紙などを請求し、送付された投票用紙などを滞在先の
選挙管理委員会へお持ちください。
直接または郵送で「〒181-8555三鷹市選挙管理委員会事務局」

（第三庁舎）へ
※投票用紙などの請求書用紙は市ホームページから入手できます。

病院などでの不在者投票
　不在者投票指定施設の病院などに入院・入所している方で、投
票日に指定された投票所に行くことが困難な方は、施設内で不在
者投票ができます。

郵便等による不在者投票
　市の選挙人名簿に登録されており、身体に重度の障がいがある
方や戦傷病者手帳をお持ちの方など、定められた要件に該当する
方は、事前の申請により郵便等による不在者投票ができます。詳し
くは選挙管理委員会事務局☎内線3035へお問い合わせください。

国民年金保険料の
「産前産後免除制度」を開始します

　4月1日から、赤ちゃんの耳の聞こえの検査費用を一部助成しています。
4月1日以降に生まれ、生後50日以内に1回目の検査を受ける方

◆助成金額（上限）　3,000円
◆受診票　母子健康手帳発行時に配布する「母と子の保健バック」に同封
※3月までに母子健康手帳の発行を受けて、4月以降に出産予定の方には、総合
保健センター（元気創造プラザ2階）で受診票を発行します。

※受診票を使わずに検査を受けた方は、費用の払い戻し（償還払い）を受けられ
る場合があります。詳しくはお問い合わせください。

　出産予定日（出産日）の前月から4カ月間（多胎妊娠は3カ月前から6カ月
間）の国民年金保険料を免除します。免除期間は保険料を納付したものと
して、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

※免除対象期間は4月以降分で、妊娠85日（4カ月）以上の出産（死産・流
産・早産・人工妊娠中絶を含む）が対象です。
年金手帳、本人確認ができるもの、母子健康手帳など出産予定日（出産

日）が分かるものを、出産予定日の6カ月前から同課（市役所1階3番窓口）へ

新生児聴覚検査費用の一部助成
健康推進課☎内線4226

市民課☎内線2394

医療機関 住　所 電話番号
鎌田医院 下連雀1-30-12 43-4621
下田医院 下連雀2-18-1 44-3710
角田外科消化器科医院 下連雀4-9-1 45-3251
つちや小児科 下連雀4-16-11 40-1488
くぼかわ内科医院 下連雀6-2-16　メディカルコート吉祥寺 24-7353
三鷹第一クリニック 下連雀8-9-21 46-4141
渡辺こどもクリニック 下連雀9-5-1　泰成マンション1階 41-1550
三鷹さくらクリニック 牟礼2-11-5 43-6410
ふじもとこどもクリニック 牟礼2-11-22 24-9501
横内医院 牟礼6-6-14 43-0910
高水クリニック 井の頭2-14-2 76-1232

医療機関 住　所 電話番号
藤林医院 井の頭3-12-15 43-4322
若林医院 井の頭4-16-10 43-0526
きたのこどもクリニック 北野4-12-17　きたのメディカルパーク1階 70-4150
新川クリニック 新川5-6-21 43-0123
あきやま子どもクリニック 上連雀4-3-3　川口ビル1階 70-5777
うちはら内科クリニック 上連雀7-11-7　石井ビル1階 40-6180
斎藤小児科医院 上連雀9-41-21 43-2237
かえでこどもクリニック 井口3-6-16　アップルかえで通りビル1階 39-3306
あかいしクリニック 深大寺2-35-29 39-5941
野崎医院 野崎3-18-18 31-8373
野崎小児科クリニック 野崎3-18-18 31-8333

　これまで集団接種で実施してきたBCGの予防接種が、市内の協力医療機関（下表）でも個別に接種できるよ
うになりました。対象年齢（月齢）のお子さんは、事前に送付する予診票と母子健康手帳を持参して、いずれ
かの方法で接種を受けてください。
◆個別接種　医療機関へ事前に連絡してから受診してください。
◆集団接種　 毎月第3水曜日　 総合保健センター
※市外での接種を希望する場合は、事前に市へ申請が必要です（武蔵野市・調布市・世田谷区を除く）。詳し
くは市ホームページをご覧ください。

BCG予防接種のご案内
4月から個別接種を
開始しました

健康推進課☎4203

小学生の医療費助成の所得制限を撤廃します
　10月から、小学1〜6年生に対する義務教育就学児医療費助成制度（マル子）の所得
制限を撤廃します。現在、所得超過のため対象外となっている方には、6月上旬に申
請書を送付しますので申請してください。
市内在住の小学1〜6年生で、次の条件を満たす方

・国民健康保険または各種健康保険に加入している
・生活保護を受けていない
・児童福祉施設に措置入所していない
・里親に委託していない
・ひとり親家庭等医療費助成・心身障害者医療費助成を受けていない
◆助成内容　保険診療の自己負担分3割のうち、次の額を助成します。
・通院1回につき200円を除いた額
・通院に伴う調剤費の全額
・入院費の全額（食事療養費は除く）

お子さんが誕生したら、児童手当・マル乳の申請を
◆児童手当　保護者の所得に応じて、1人につき月額15,000円または5,000円を支給
します。
※3歳以上は手当額が変わります。※公務員は勤務先で申請してください。
◆乳幼児医療費助成制度（マル乳）　就学前のお子さんの医療費（保険診療分）の自己
負担額を全額助成します。児童手当と同時に申請できます。

申請書（子育て支援課〈市役所4階43番窓口〉、市政窓口で配布）を同課、市政窓口へ
※詳しくは「みたか子育てねっと」ホームページ http://www.kosodate.mitaka.
ne.jp/shien/jyosei/をご覧ください。

4月から

お子さんのための医療費助成・手当
子育て支援課☎内線2756

不在者投票制度をご利用ください
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